
 

京都市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例（平成２９年６月９日京都市

条例第   号）（消防局総務部消防団課） 

   非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い，公務上の災 

 害を受けた消防団員及び消防作業に従事したこと等により災害を受けた者並びにこれら 

 の遺族に対する損害補償における，補償基礎額の加算対象となる者の区分及び加算額を 

 改正することとしました。 

  主な内容は次のとおりです。 

 １ 補償基礎額の加算対象となる者の区分の変更 

   消防団員や消火協力者への損害補償額の算定の基となる，補償基礎額の加算対象と 

  なる者の区分を改正し，改正前において「子及び孫」を同区分としていたものを，改 

  正後は「子」と「孫」の別区分とします。 

 ２ 補償基礎額の加算額の変更 

  補償基礎額の算定時に用いる扶養親族ごとに定められた加算額を改正します。 

区      分 

改 正 前 改 正 後 条例第５条第３項にお

ける号 
扶養親族 

第１号 配 偶 者 ４３３円 ３３３円 

第２号（注１） 子 ２１７円 ２６７円 

第３号～第６号（注２） 孫，祖父母等 ２１７円 ２１７円 

   注１ 配偶者がない場合の第２号「子」については，１人に限り３３３円（改正前は 

    ３６７円）。  

      ２ 配偶者及び子がない場合の第３号～第６号「孫，祖父母等」については，１人 

      に限り３００円（改正前は３６７円）。 

  この条例は，平成２９年７月１日を施行日とし，平成２９年４月１日に遡及して適用 

 します。また，この条例の施行日の前日までの間における，適用する日以後の損害補償 

 の額は，改正後と改正前の補償基礎額を基に算定した額のいずれか多い額とします。 

   

７



 京都市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２９年６月９日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号  

   京都市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例 

 京都市消防団員等公務災害等補償条例の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「第３６条」を「第３６条第８項」に改める。 

 第５条第３項各号列記以外の部分中「４３３円」を「３３３円」に改め，「第２号」の右

に「に該当する扶養親族については１人につき２６７円（団員等に第１号に該当する者が

ない場合にあっては，そのうち１人については３３３円）を，第３号」を加え，「第５号」

を「第６号」に，「に第１号」を「に第１号及び第２号」に，「３６７円」を「３００円」

に改め，同項第２号中「及び孫」を削り，同項中第５号を第６号とし，第４号を第５号と

し，第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。 

  ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２９年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市消防団員等公務災害等補償条例（以下「改正後の条例」

という。）第５条第３項の規定は，平成２９年４月１日（以下「適用日」という。）以後

に支給すべき事由が生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補

償年金，障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる損害補償」という。）で適用

日以後の期間について支給すべきもの（以下「適用日以後の損害補償」という。）につ

いて適用し，その他の損害補償については，なお従前の例による。 

（適用日以後の損害補償の額の特例） 

３ 前項の規定にかかわらず，この条例の施行の日の前日までの間における適用日以後の

損害補償の額は，改正後の条例第５条第３項の規定による補償基礎額を基礎として算定

した額とこの条例による改正前の京都市消防団員等公務災害等補償条例（以下「改正前

の条例」という。）第５条第３項の規定を適用するとした場合の補償基礎額を基礎とし

て算定した額とのいずれか多い額とする。 

７



（補償の内払） 

４ 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた年金たる損害補償（適用日からこの条

例の施行の日の前日までの間に係る分に限る。）又はその他の損害補償（適用日からこ

の条例の施行の日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。）は，改正後

の条例の規定による年金たる損害補償又はその他の損害補償の内払とみなす。 

                             （消防局総務部消防団課） 


